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令和２年第１１回平川市教育委員会会議録（概要） 

 

 

 

１．開催日時   令和２年１１月１７日（火）午後１時３０分 

 

２．閉会日時   令和２年１１月１７日（火）午後３時２０分 

 

３．場 所   平川市尾上分庁舎 庁議室  

 

４．出 席 者   （教 育 長）柴田正人 

（１番委員）中嶋静賢（３番委員）葛西万博 

（４番委員）工藤甚三（５番委員）佐々木幸子  

       

５．欠 席 者   （２番委員）駒井優子 

 

６．署 名 者   （４番委員）工藤甚三（５番委員）佐々木幸子 

 

７．説 明 者   對馬事務局長、田中学校教育課長、桜庭指導課長、 

加藤生涯学習課長、工藤スポーツ課長、 

髙阪学校給食センター所長 

 

８．会議録作成者 葛西学校教育課長補佐 

 

９．会議に付された案件 

（１）議案 

   議案第２６号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価につ

いて 

   議案第２７号 平川市教育委員会表彰規程の一部を改正する規則案 

 

１０．委員・各課からの報告 

（１）日程等 
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１１．会議の大要 

午後１時３６分に教育長が開会を宣言する。会期を１日とし、会議記録署

名委員を前項６のとおり指名する。議案２件を審議した。 

 

１２．会議の状況 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

葛西委員 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

中嶋委員 

 

 

これより令和２年第１１回平川市教育委員会を開会いたします。 

案件の説明者は教育委員会事務局長、及び各課長にお願いします。 

会議録記録者には学校教育課の葛西補佐にお願いします。 

委員及び説明者は、発言する際には挙手の上、議長の許可を得て

から発言されますようお願いいたします。 

日程第２、会議録署名委員の決定について議題とします。 

会議規則第２３条に基づき、本委員会の会議録署名者は、４番・

工藤委員、５番・佐々木委員を指名します。 

日程第３、会期の決定について議題とします。 

本定例会の会期は、本日１日としたいと思いますが、これにご異

議ございませんか。 

（了承） 

 

異議なしと認め、本定例会の会期は、本日１日と決しました。 

日程第４、教育長報告に入ります。 

 

（議案書１ページの要旨を説明） 

１ページ、教育長報告の中で、ご質問ありませんか。 

 

先ほど信号機のない横断歩道についての話がありましたが、一時

停止の標識があっても白線が消えている箇所があるので、ライン

を引くようにお願いできないでしょうか。 

 

道路管理者にお願いするようにします。 

次に各課からの報告に入ります。２ページから７ページまでに掲

載している内容について、質問等ありませんか。まず２ページ、

学校教育課についてありませんか。（一同なし。）それでは３ペ

ージ、指導課についてありませんか。 

 

１０月に４地区で開催される予定だった学校間連携事業につい

て、やむを得ず開催されなかった訳ですが、これまで家庭学習の

取り組みについて、及び生活習慣の育成等についてなど、非常に
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教育長 

 

 

指導課長 

 

 

 

 

 

 

中嶋委員 

 

 

教育長 

 

 

 

指導課長 

 

教育長 

 

工藤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

効果的な事業だったと思います。今年は、この貴重な交流の場が

無かったので、今後、善後策を考える必要があると思います。今

のコロナの状況を見ると、来年度も開催できるかどうか判らない

訳ですが、例えば、中学校区ごとのテーマを絞った形での各校の

取り組み状況や今後について、情報交換や情報を共有していく方

法を考えていけないでしょうか。 

 

校長会の終わった後の話し合いと要請訪問を含めた内容も含め

て、指導課長から説明してください。 

 

学校間連携事業については、例年１０月に合計４回開催してまい

りましたが、一同に会しての話し合いは行わないとしました。た

だし各校の様々な教育課題については引き続き検討し、また次年

度につなげるというのがありますので、校長会や教頭会、または

養護教諭が集まる会議などで、昨年度に今年度取り組もうとして

いたことの調査などを続けていくこととしています。 

 

分かりました。やはり、その年度やった事の足跡は残しておいて、

後につなげていったほうがよいと思います。 

 

次の校長会の時に、中学校区の話し合いがあるので、今回の話を

して引き継いでいくことにします。指導課も仕事量が増えていま

すので、できるだけ簡単に進むよう考えてください。 

 

分かりました。 

 

指導課関連で他に質問ありませんか。 

 

今のコロナ禍のなかで、学校運営についてもほぼ滞りなく進んで

いるとの教育長の話で、良いことだと思っております。学習発表

会や文化祭など、既に実施した学校が多いと思いますが、子ども

たちにとってとりわけ思い出に残る事業として修学旅行がある訳

です。１１月、１２月にもなれば各学校でそれぞれ実施、又は延

期したりなど、それぞれに対応をしていることと思います。その

ような状況で、今年の対応と来年度の見通しはどうなっているか

お聞かせいただきたい。 
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指導課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

工藤委員 

 

 

 

指導課長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

指導課長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

今日から修学旅行で北海道に行く予定だった金田小学校は中止と

いうことで、１２月に代替実施することにしております。浅虫に

行くことを検討しているようです。その他の小学校については、

すべて終了しているとのことです。中学校ですが、すべての中学

校で当初予定から先延ばしして実施し、尾上中学校は東京方面か

ら県内、平賀西中学校は東京方面から長平、平賀東中学校と碇ヶ

関中学校も代替で実施する予定でしたが、弘前のクラスターのピ

ークの時期に当たり、中止という結果になりました。 

 

他にありませんか。 

 

大変な状況になっているなという印象ですが、思い出作りという

ことから、各学校とも卒業までの期間でいろいろ検討されている

のか気になっています。 

 

今のところ金田小学校が１２月に浅虫に行く予定ということ以

外、平賀東中学校と碇ヶ関中学校については、未定であるという

状況です。３年生ですので、受験に向けて傾注していく必要もあ

るかと思います。 

 

因みに平賀東中学校は、東京方面に行く予定がアンケート調査で

中止になり、１０月２７日に十和田湖散策という計画でしたが、 

弘前で発生したのクラスター影響で中止を余儀なくされたという

ことです。碇ヶ関中学校も同様に東京をやめて、西目屋、青森浅

虫、奥入瀬といろいろ考えた訳ですけど、やはり弘前のクラスタ

ーにより中止ということです。ただ各学校とも、何かやってもい

いという考えはある訳ですよね。 

 

碇ヶ関中学校については、行先の都合とかみ合わなかったことも

あって、校外の指導者を呼んで様々な催し、例えば仙台のフィル

ハーモニーを招聘するとか、三味線の講座を全学年１０時間行う

とかということを考えているようです。 

 

４ページ生涯学習課関連で何かありませんか。（一同なし。）５

ページ図書館関連で何かありませんか。（一同なし。）６ページ

スポーツ課運動施設関連で何かありませんか。 

（一同なし。）７ページ学校給食センター関連で何かありません
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指導課長 

 

教育長 

 

 

 

生涯学習課長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

スポーツ課長 

 

教育長 

 

 

スポーツ課長 

 

 

教育長 

 

 

スポーツ課長 

 

 

か。（一同なし。）無いようですので、各課の業務についての質

疑を終わります。次に日程の第６ 議事に入ります。先月から継

続審議の議案第２６号 教育に関する事務の管理及び執行の状況

の点検及び評価について議題とします。本件は、委員会において

慎重に審議いただくため、９月定例会より１１月まで継続審議と

なっています。前回審議され訂正された箇所を赤書きで表記して

いますので、赤書きの部分を中心に各課から説明してもらいます。

まず指導課より、№１０いじめ防止対策について説明を求めます。 

 

（№１０いじめ防止対策の評価欄の訂正箇所について説明。） 

 

ただいまの説明について、質問、ご意見等ございませんでしょう

か。（一同なし。）それでは次に、№１１放課後子ども教室につ

いて説明を求めます。 

 

（№１１放課後子ども教室の評価欄の訂正箇所について説明。） 

 

ただいまの説明について、質問、ご意見等ございませんでしょう

か。（委員から、一部文言を訂正する意見があった。）今の意見

を基に、事務局で文言について検討させていただきます。次にス

ポーツ課より、№１２軽スポーツ巡回教室についてから№１６市

民体育館整備について説明を求めます。 

 

（№１２軽スポーツ巡回教室の評価欄の訂正箇所について説明） 

 

ただいまの説明について、質問、ご意見等ございませんでしょう

か。（一部文言を訂正し、承認することとなった。） 

 

（№１３平川市スポーツ大会派遣補助金の評価欄の訂正箇所につ

いて説明） 

 

ただいまの説明について、質問、ご意見等ございませんでしょう

か。（一部文言を訂正し、承認することとなった。） 

 

（№１４トップアスリート指導育成・強化の評価欄の訂正箇所に

ついて説明） 
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教育長 

 

 

スポーツ課長 

 

教育長 

 

 

 

スポーツ課長 

 

教育長 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

教育長 

 

 

生涯学習課長 

 

教育長 

 

 

生涯学習課長 

 

教育長 

 

 

生涯学習課長 

 

教育長 

 

 

 

ただいまの説明について、質問、ご意見等ございませんでしょう

か。（一部文言を訂正し、承認することとなった。） 

 

（№１５平川市スポーツデーの評価欄の訂正箇所について説明） 

 

ただいまの説明について、質問、ご意見等ございませんでしょう

か。（一部文言「老人クラブ」という表現を確認し、次回訂正案

を示すこととなった。） 

 

（№１６市民体育館整備の評価欄の訂正箇所について説明） 

 

ただいまの説明について、質問、ご意見等ございませんでしょう

か。（一部文言訂正し、承認することとなった。）続いて№１７

から№２４まで、生涯学習課長の説明を求めます。 

 

（№１７未来の担い手発掘・育成・支援の評価欄の訂正箇所につ

いて説明） 

 

ただいまの説明について、質問、ご意見等ございませんでしょう

か。（一部文言訂正し、承認することとなった。） 

 

（№１８ひらかわの寺子屋の評価欄の訂正箇所について説明） 

 

ただいまの説明について、質問、ご意見等ございませんでしょう

か。（一部文言訂正し、承認することとなった。） 

 

（№１９定例おはなし会の評価欄の訂正箇所について説明） 

 

ただいまの説明について、質問、ご意見等ございませんでしょう

か。（一部文言訂正し、承認することとなった。） 

 

（№２０図書館利用促進事業の評価欄の訂正箇所について説明） 

 

ただいまの説明について、質問、ご意見等ございませんでしょう

か。（一部文言訂正し、承認することとなった。） 
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生涯学習課長 

 

 

教育長 

 

 

生涯学習課長 

 

 

教育長 

 

 

生涯学習課長 

 

教育長 

 

 

生涯学習課長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

（№２１「平川の子供たちが選ぶおすすめ本」事業の貸出冊数と

登録者数、及び評価欄の訂正箇所について説明） 

 

ただいまの説明について、質問、ご意見等ございませんでしょう

か。（一部文言訂正し、承認することとなった。） 

 

（№２２公共ホール音楽活性化の評価欄の訂正箇所について説

明） 

 

ただいまの説明について、質問、ご意見等ございませんでしょう

か。（一部文言訂正し、承認することとなった。） 

 

（№２３文化財保護の評価欄の訂正箇所について説明） 

 

ただいまの説明について、質問、ご意見等ございませんでしょう

か。（一部文言訂正し、承認することとなった。） 

 

（№２４郷土資料館の評価欄の訂正箇所について説明） 

 

ただいまの説明について、質問、ご意見等ございませんでしょう

か。（一部文言訂正し、承認することとなった。）という訳で、

訂正あるものは確認し、再度示すようにしてください。外に質問

等ありませんか。（一同なし。）それでは、議案第２６号 教育

に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価についての審

議は終了します。委員の皆様の意見を反映させながら、１２月議

会に提出してよろしいでしょうか。（一同、異議なし。） 

 

 ～～～7分間の休憩～～～ 

 

続いて議案第２７号 平川市教育委員会表彰規則の一部を改正す

る規則案を議題とします。事務局長に、提案理由と案件の説明を

求めます。 

 

提案理由については、平川市教育委員会表彰の適性を期するため、

表彰候補者選定委員会を設置するため規則の一部を改正するため

提案するものです。詳細については、学校教育課長から説明させ

ます。 
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学校教育課長 

 

 

教育長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

中嶋委員 

 

 

 

 

 

教育長 

 

工藤委員 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

（資料９ページにある主な改正点を説明。具体的には、１０ペー

ジから１２ページの新旧対照表を確認していただきたい旨説明。） 

 

ただいまの説明について、何か質問等ありませんか。参考までに、

市の表彰についてどうなっているか説明してください。 

 

市の表彰につきましては、表彰審議会委員が各部署から上がって

きた該当者について選考しております。その上で市長に推薦し、

決定するという手順となっております。表彰については２月に行

っており、教育委員会表彰も併せて行っております。教育委員会

関係につきましては、今まで審査する機関が無かったものですか

ら、提案させていただきました。 

 

去年までは上申された者について、教育委員の皆さんが審議して

決定という手順でしたが、きちんと選考してから諮ることにする

ということです。ただいまの説明につきまして、何か質問等あり

ませんか。 

 

スポーツ関係については、東北大会、全国大会と段階を踏んでい

くというのがありますが、文化関係については、そのような段階

を踏むということでなく、最初から名の通った権威のある賞とい

うのもありますので、そのようなことを勘案して選考いただけれ

ばと思います。 

 

わかりました。他にございませんか。 

 

７人という委員ですが、これについては職員から何名、学識経験

者から何名とかという基準があるのですか。 

 

条文の第１１条３項に、「委員は、学識経験者及び教育委員会課

長の職にある職員から任命する。」とあります。学識経験者はス

ポーツ協会と文化協会の会長、あとは教育委員会の課長５名とな

っております。 

 

それでは、議案第２７号 平川市教育委員会表彰規則の一部を改

正する規則案は原案の通りでよろしいでしょうか。（一同、異議
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なし。）以上で本日の会議は終了します。１２月の定例会は、１

２月１７日午後１時３０分から、尾上分庁舎庁議室で開催します。

ご苦労様でした。 

 

 

  

 


